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国・県指定文化財の指定等の状況について 

１ 国指定等文化財の指定等の状況について 

  

番号 種 別 名   称 〔所在地〕 内容 告示年月日 

１ 
重要文化財 

（建造物） 
旧千葉家住宅 五棟 〔遠野市〕 追加指定 R4.9.20 

２ 特別史跡 無量光院跡 〔平泉町〕 追加指定 R4.11.10 

 

２ 県指定文化財の指定等の状況について  

 (1) 指定等 

番号 種 別 名   称 〔所在地〕 内容 告示年月日 

－ － － － － 

 

 (2) 現状変更許可 

許可日 区分  名 称 〔所在地〕 内      容 申   請   者 

R 4 . 1 0 . 1 4 
県

史 
大館町遺跡〔盛岡市〕 水道施設の改修 

盛岡市上下水道事業者

管理者 

R 5 . 1 . 1 1 

県

名

天 

青松島〔陸前高田市〕 
植栽復旧のための現

地調査 

陸前高田市教育委員会 

教育長 山田市雄 

 

 

３ ユネスコ無形文化遺産への登録について 

  ・名   称：「風流踊」 

  ・記載決議日：令和４年 11 月 30 日 

  ・本県の関連団体 

名称 保護団体 市町村 

永井の大念仏剣舞 永井大念仏剣舞保存会 盛岡市 

鬼剣舞 

鬼剣舞連合保存会（岩崎鬼剣舞保存会、滑

田鬼剣舞保存会、朴ノ木沢念仏剣舞保存

会、川西大念仏剣舞保存会） 

北上市 

奥州市 
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４ 県指定文化財の保存管理等について 

 

(1) 審議会委員による県指定文化財の調査報告実施報告について 

○指定文化財：有形文化財（彫刻） 木造聖観音立像（一関市室根・南流神社） 

 調 査 日：令和４年 11 月７日（月） 

 調 査 委 員：政次 浩 委員 

  調 査 内 容：令和２年度補助事業で収蔵施設の環境整備（周辺木竹の伐採、収蔵庫内の温

湿度管理のための工事）を実施したことから、その後の状況を確認したもの。 

 

 【確認概要】 

  ①周辺木の伐採 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成元年度の収蔵庫周辺状況       補助事業後の周辺状況 

②収蔵庫環境整備＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

庫内の空気循環のための換気口設置             

 

                   庫内壁面には、調湿ボードを貼って、湿度管

理を行っている。 

 

※環境整備後、収蔵庫内の環境は改善されたが、温湿度データを記録し、一関市でデータを解

析し、今後の収蔵庫管理に活かす予定。 
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○指定文化財：有形文化財（彫刻）木造不動明王坐像（平泉町・達谷西光寺） 

 調 査 日：令和４年 11 月７日（月） 

 調 査 委 員：政次 浩 委員 

 調 査 内 容：令和４年度補助事業の進捗及び仕上げ方法の確認をしたもの。 

 

  ①左脇腹の処理について 

 【確認内容】 

後年（江戸時代と考えられる）の修理により削られた

脇腹部分に新補材をはめ込み、全体的にバランスをとる

こととしたい。 

  【指導内容】 

   新補材を取り付けることについては問題ない。                    

ただし、当初材との接合に際し当初材を削ったり、化学

的な接着剤などを使用したりしないこと（漆などの自然

材を使用し、可逆性を持たせること）。 

 

②左腕の収め方について 

  【確認内容】 

   左腕の取り付け部の接着効果を高めるために、接合部を

平滑にするなどの処理を行ってもよいか。 

  【指導内容】 

   当初材を削ったり、穴を開けたりする行為は、文化財修

理では行わない行為である。不整形の箇所を措置する際

は、一枚板を挟んでその板を整形して当初材と接着するこ

と。 

    

③腕について 

  【指導内容】 

   当初材に倣いカツラ材を使用したことから、新規の腕の

重量がかなりあるため、腕を支える枘が重さに耐

えられない可能性がある。もう一度腕を解体でき

るのであれば、もう少し内刳りをして軽くした方

がよい。 

   もしできないときには、新たな負荷をかけない

よう、腕と体をつなぐ部分にもう１～２本枘を入

れることを検討してほしい。なお、当初材に負荷

を掛けないこと、改変を行わないことを厳に伝え

た。 
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○指定文化財：有形文化財（彫刻）木造阿弥陀如来坐像ほか（住田町・光勝寺） 

 日 時：令和４年 12 月２日（金） 

 調 査 委 員：政次 浩 委員 

 調 査 内 容：令和４年度補助事業で防犯設備改修工事を実施したことから、設備の確認と

文化財の保存管理状況を確認したもの。 

 

 【確認概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

     改修工事前                 改修工事後 

 

・須弥壇には既存の手動シャッターがついていたが、設置から 40 年ほど経過し不具合が生

じていたため、電動シャッターに交換した。 

 

 ・木造阿弥陀如来坐像、木像観音菩薩坐像、

木像勢至菩薩坐像の三体は、東日本大震災

後に修復工事を行ったこともあり、保存状

況は良好であった。 
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令和３・４年度の埋蔵文化財調査体制等について 

令

和

４

年 

度 

の 

取 

組 

１ 発掘・試掘調査について 

 (1) 国、県関係の発掘調査、室内整理及び報告書刊行 

→ 通常事業、復興道路に係る付帯工事への対応等 

 (2) 通常事業関連 

【発掘調査】 

→ 国・県事業は減少（12,090㎡） 

【試掘調査】 

→ 県の圃場整備に係る試掘調査が増加傾向にあり、秋田道拡幅に係る調査

等、新規事業も増加（Ｒ５年度も試掘予定） 

(3) 市町村支援の発掘調査、被災資料整理を受託（県埋文センター受託） 

 【発掘調査】 

→ 北上市新規工業団地、釜石市消防屯所、野田小学校移転（67,537㎡） 

【被災資料整理】 

   → 陸前高田市博物館における被災土器の修復・整理作業の支援 

２ 被災市町村の支援について 

   → 専門職員不在の市町村等への支援・指導を継続 

３ 震災発掘調査に係る「復興調査展」の開催（県埋文センター主催） 

    → 洋野町民文化会館（種市庁舎、11/12～20の９日間：746名の入場者） 

４ 震災復興に係る埋蔵文化財調査を総括するシンポジウムの開催（県教委主催） 

  → いわて県民情報交流センター（R5.1.28（土）、小田島組☆ほ～る） 

令

和

３

年

度 

の 

取 

組

結

果 

１ 専門職員の配置と発掘調査体制について 

 （公財）県文化振興事業団埋蔵文化財センターが実施 

２ 発掘調査について 

 (1) 復興事業関係の野外発掘調査 

→ ほぼ終息（三陸沿岸道路に係る付帯工事に対応：2,060㎡） 

 (2) 通常事業関連の調査 

→ 国・県事業ともに減少（Ｒ３年度：32,336㎡、Ｒ２年度：47,072㎡） 

３ 被災市町村の支援について 

 (1) 専門職員不在の市町村等への支援・指導 

 (2) 東日本大震災復興事業 

→ 室内整理作業（陸前高田市分を県埋文センターへ委託） 

４ 震災発掘調査に係る「復興調査展」の開催（県埋文センター主催） 

    → 宮古市民文化会館（9/23～26の４日間で 446名来場：Ｒ３年度 368名） 

資料 1-2 



6 

 

「平泉の文化遺産」の保存管理と拡張登録について 

１ 経過 

 （１）「平泉の文化遺産」は平成23年6月、「平泉-仏国土（浄土）を表す建築・

庭園及び考古学的遺跡群-」として、世界遺産一覧表に登録。 

 （２）構成資産は中尊寺、毛越寺、観自在王院跡、無量光院跡、金鶏山の５か

所（資産176ha、緩衝地帯6,008ha）。 

 （３）平成24年９月、拡張登録に向け「平泉」が暫定リストに再記載。候補と

なる構成資産は、柳之
やなぎの

御所
ごし ょ

遺跡
いせ き

、達
たっ

谷 窟
こくのいわや

（以上、平泉町）、白鳥
しろとり

舘
たて

遺跡
いせ き

、

長者ヶ原
ちょうじゃがはら

廃寺
はい じ

跡
あと

（以上、奥州市）、骨
ほね

寺村
でらむら

荘園
しょうえん

遺跡
いせ き

（一関市）。 

２ 保存管理 

 （１）記載済みの資産に拡張登録を目指す５構成資産を含めて、「平泉の文化

遺産包括的保存管理計画」を改定（平成24年3月）。さらに、景観計画の改

定や来訪者管理戦略の策定等を踏まえ再改定（平成31年3月）。 

 （２）登録の際に、道路事業等の開発行為が遺産に対して及ぼす影響を評価す

る「遺産影響評価」が求められたことから、これまで11件の評価を実施。 

平成31年４月に文化庁から「世界文化遺産の影響評価に係る参考指針」

が示されたことから、令和２年３月に「平泉の文化遺産」の遺産影響評価

の指標となる報告書を作成。 

 （３）保存管理の全体的調整は、「岩手県世界遺産保存活用推進協議会」（会長：

知事）が行っている。 

３ 拡張登録への取組 

 （１）県及び関係市町は、有識者で構成される「平泉の文化遺産世界遺産拡張

登録検討委員会」を組織し、拡張登録のための専門的、技術的助言を得な

がら検討を進めている。 

 （２）平泉の学術的価値について、国際研究会を実施し報告書を刊行した（令

和２年３月）。 

 （３）平成30年２月の県・関係市町による申し合わせに基づき、今年度につい

ても調査研究等を継続している。 

（４）上記（３）に基づき、推薦書案及び保存管理計画等を作成・改定する作

業を継続中。 

資料 1-3 
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「北海道・北東北の縄文遺跡群」について 

１ 概 要 

 （１）構成資産は、４道県の 17 構成資産（北海道６、青森県８、秋田県２、岩手県１） 

 （２）本県の資産は、一戸町「御所野遺跡」（史跡） 

 （３）推進組織は、「縄文遺跡群世界遺産本部」（事務局：青森県） 

２ 世界遺産登録までの経過 

（１）「縄文遺跡群世界遺産登録推進専門家委員会」（委員長：菊池徹夫早稲田大学

名誉教授）の指導・助言。現在までに 19 回開催。 

（２）定住生活の達成とその過程を示す考古学的な証拠（評価基準（ⅲ））と、持

続可能な定住生活を実現した土地利用、人類と自然との共生の在り方を示す顕

著な見本（評価基準（ⅴ））を軸に検討。 

（３）令和元年９月、国から登録推薦書（暫定版）をユネスコ世界遺産ｾﾝﾀｰへ提出 

（４）令和元年 12 月 20 日、閣議了解により、元年度のユネスコへの推薦が決定。 

（５）令和２年１月、国から登録推薦書（正式版）をユネスコ世界遺産ｾﾝﾀｰへ提出。 

（６）令和２年９月、イコモスによる現地調査実施 

（７）令和３年５月 26 日、イコモスから世界遺産一覧表への「記載」勧告 

（８）令和３年７月 27 日、第 44回世界遺産委員会において、世界遺産登録決定 

３ 保存管理 

 「縄文遺跡群世界遺産協議会」（事務局：青森県）が中心となり、保存管理の全 

体的調整を行っている。 

資料 1-4 
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 「明治日本の産業革命遺産」について 

１ 概 要 

（１）平成 27 年７月８日、第 39 回世界遺産委員会において世界遺産一覧表に記載。

資産名「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」 

(２) 構成資産は、23か所。 

(３) 本県の構成資産は釜石市「橋野鉄鉱山」。 

(４) 推進組織は、８県 11 市で構成される「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協

議会（事務局：鹿児島県） 

(５) 第 39 回世界遺産委員会決議において「構成資産全ての保全計画及び実施計画

を策定すること」など８項目の勧告を受け、平成 29 年 11 月 30 日にユネスコ世

界遺産センターへ「保全状況報告書」を提出。 

(６) 第 42 回世界遺産委員会において、前項「保全状況報告書」に関し審議され、

新たに「資産の保全状況やインタープリテーション全体の履行状況等」について

報告するよう要請され、令和元年 11 月 29 日にユネスコ世界遺産センターへ「保

全状況報告書」提出。 

（７）第 44 回世界遺産委員会において、戦時徴用された朝鮮半島出身者等に関する

インタープリテーションは不十分だとする決議が採択され、令和４年 12 月まで

に「保全状況報告書」の提出が求められている。 

２ 資産の価値 

(１) 幕末から明治後期にかけて、西欧諸国からの科学技術の移転を受け、技術交流

に対応し変化を遂げた類稀な道程を証言する一連の遺産群である。（評価基準

（ⅱ）に対応） 

(２) 幕末、明治初期に急激に変化した時代を象徴する技術的集合体の卓越した例で

あり、産業化の時間的・地域的枠組みにおいて普遍的意義をもつ。相互に連関す

る日本の急速な産業化を先導した重工業の遺産群を包含し、グローバルな技術移

転に力強い貢献をした証左である。（評価基準（ⅳ）に対応） 

３ 保存管理について 

  資産全体の管理を、「明治日本の産業革命遺産保全委員会」（事務局：内閣官房）

が調整する。 

  橋野鉄鉱山については、その下部組織として「釜石地区管理保全協議会」（会

長：釜石市長）が設置され、稼働資産と非稼働資産の保全管理を行うこととなって

いる。 

  現在、対応すべき主要課題は以下のとおり。 

  ・構成資産に関する解説（インタープリテーション）の計画を策定すること。ま

た各サイトの歴史全体についての理解を図ること。 
  ・資産の一部に経年劣化が認められることから、石垣修復を実施する。石垣の一

部を積み直し、落石防護ネットの使用、影響を及ぼす木根の除去を行う。 

資料 1-5 
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岩手県立平泉世界遺産ガイダンスセンターについて 

 

１ 施設の理念（目指す姿） 

  「平泉」の価値を広く世界中に伝え、人類の共通の財産として後世へ継承するた

めの拠点となり、「平泉の文化遺産」等の周遊の出発点として、世界遺産平泉並び

に一関市、奥州市及び平泉町に広がる関連遺跡を訪問する契機を提供する施設 

 

２ 施設の概要 

 (1) 開館時間    午前９時から午後５時まで 

                (11月から翌年３月までの期間は、午後４時 30分まで) 

 (2) 休館日     年末、毎月末日、資料整理日として５日間程度 

 (3) 入館料     無料（令和５年４月１日から有料） 

 

３ 開館までの経過 

2021.05.11 建物竣工 

2021.09.30 展示製作 終了 

2021.10.01 関係職員駐在開始（学芸担当、会計年度職員） 

  2021.11.20 開館 

 

４ 展示資料点数 

 常設展示 301点（パネル・映像等を含む。うち重要文化財 157点） 

 

５ 来館者数 

  令和４年 12月末現在入館者数 29,309人（個人 25,263人、団体 4,046人） 

 

６ その他 

  令和５年４月１日から、指定管理制度を導入する方向で調整中 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 1-6 
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改正文化財保護法に係る取組みについて 

１ 文化財保存計画大綱に基づく取組み 

（１）県 ：悉皆調査の実施 

〇津波記念碑（Ｒ３～） 現地調査（沿岸５市町村）実施済 

〇高地性集落（Ｒ４～） 現地踏査（３市町村）実施済 

（２）市町村 ：文化財保存活用地域計画の作成（４市） 

Ｒ５年度認定申請 花巻市、釜石市 

Ｒ６年度  〃   宮古市 

Ｒ８年度  〃   奥州市 

 
 
２ 地方登録制度への対応 

（１）文化財の地方登録制度（Ｒ４.４～） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 1-７ 

登録による効果 

●重要文化財より緩やかな制限であり、修繕・改築による幅広い活用が可能 
●税制面での優遇、修理等の費用への補助を受けられる 
助成事業（国） 

  所有者や管理を行う指定地方公共団体等への補助 
・保存修理に係る設計監理事業  ・公開活用事業 

文化財登録制度 

      登録有形文化財    建造物、美術工芸品 

      登録無形文化財    芸能、工芸技術 

      登録有形民俗文化財  生活用品、工業製品 

登録無形民俗文化財  風俗習慣、風俗芸能、民俗技術 

登録記念物      遺跡、名勝地、動植物、地質鉱物 

    （任意の類型） 

地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財等以外の文

化財でその区域内に存するもののうち、その文化財としての価値に鑑み

保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該地方公共団体

の文化財に関する登録簿に登録できる  【法第 182条、第 182条の 2】 

令和４年４月１日施行  

 

国 

地方 
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（２）委員からの意見 

  〇登録文化財の件数は、今や重要文化財を凌駕する程に急激な伸びを示している。

登録文化財は本来指定もれの文化財を対象としている訳で、きちんとした価値基

準を確立することが必要。国が緊急的に導入した登録制度というものを地方にお

いてどう位置付けていくべきか、議論を進めていきたい。 

  〇文化財に登録されることで周囲の評価が変わる。特にも県内に多くある無形民俗

文化財、郷土芸能について、指定が難しいものも登録して保存することができる

のではないか。 

  〇建造物について登録数を見ると、全国的に見て岩手県は少ない。国登録を補完す

る形で県登録制度を整備すれば街づくりに活用できる。 

  〇制度導入にあたって、先行事例を見ながら時間をかけて検討するのがあるべき姿

である。登録制度は広い範囲で網掛けができる。例えば漆文化・漆産業のような

県土全体に広がるテーマも対象になるのではないか。 

（３）制度導入に向けた検討 

〇他都道府県、政令市の動向を踏まえて、制度を検討している。 

〇他都道府県の動向については前回報告したとおり。 

  ・ 都道府県では、千葉県、和歌山県で新たに制度を導入済。 

・ 北海道・東北地区では仙台市で導入済み、その他の同県では検討中。 

  仙台市の登録文化財は 45件〔建造物 24、彫刻 16、無形民俗 5〕 

 市町村（政令市除く）では、宮城県名取市、山形県大石田町で導入。 

名取市 32件〔美術工芸品 13、有形民俗 2、記念物 3、歴史資料 14〕 

  〇検討事項 

 

     県登録文化財の位置づけ …登録文化財をどう定義するか。 

 

 

 

①登録候補の拾い上げ  ➡どのようなものを対象とするか。 

  文化財保護法では「任意の類型」とされている。 

国・県の指定・登録の予備軍的なものか、県・市町村指定から 

外れたものか。 

対象とする時代や種別をどうするか。 

②文化財としての価値判断 ➡登録に向けた調査をどう行うか。 

   現行の指定調査と並行して実施できるか。 

   保存活用地域計画との連携はできるか。 

③保存と活用 ➡事業補助はできるか。 

       保存活用事業への県単の事業補助は困難。 

       保存活用地域計画に位置付けられたものであれば国庫導入可能。 

 

根本的課題 

運用上の課題 
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諮 問 物 件 調 書 
 

種 別 有形文化財（歴史資料） 

名 称 ・ 員 数 
紙本墨書 天台寺本堂再興勧進帳 １巻 

（しほんぼくしょ てんだいじほんどうさいこうかんじんちょう） 

所有者（保持者・団体）の

住 所 ・ 氏 名 （ 名 称 ） 

二戸市浄法寺町御山久保 33番地 

宗教法人 天台寺 

文 化 財 の 所 在 場 所 
二戸市浄法寺町御山久保 35番地 

浄法寺歴史民俗資料館 

指 定 理 由 

 

天台寺本堂再興勧進帳は、天正５年（1577）４月に「榮澄」という武蔵

国出身の真言僧が記したもので、天台寺本堂の修理の必要性とそのための

勧進を願う趣旨などとともに、天台寺の由緒や仏像の由来、八葉山に関す

ることなどが記されている。さらに、天台寺が神亀５年（728）に聖武天

皇の勅願を受けて行基が開山したと伝えられることが記されており、これ

まで知られていた明暦３年（1657）の「桂泉観音書上」の記述と同様の由

緒が、中世においても確認できる資料である点に価値がある。 

また、本資料作成時（天正５年）の本堂が、正平２年（1347）に再興し

たものであるとの記述もあり、万治元年（1658）に建立された現在の本堂

以前の状況を伝える資料としても貴重である。 

勧進帳は鎌倉時代から盛んに作られるようになったといわれているが、

東北地方では現存する中世の勧進帳は少なく、天台寺に関わる勧進の資料

としては、文化９年（1812）の池本坊の勧化帳などが現存しているが､中

世の勧進帳としては本資料が残るのみである。 

本資料は、平成 25年から 31年にかけて行われた重要文化財天台寺本堂

及び仁王門の保存修理工事の最中に発見されたもので、これまで知られて

いなかった中世後期における天台寺の縁起・由緒、および信仰の実態を伝

える資料として価値が高く、また東北地方でも数少ない中世の勧進帳とし

ても貴重である。 

 

【岩手県文化財指定基準】 

有形文化財指定基準 歴史資料の部 

１ 政治、経済、社会、文化等県の歴史上の各分野における重要な事

象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの。 

 

 
 

資料２ 
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指定文化財調査報告書 

調査員    髙橋 正    

令和４年７月１１日ほか 

１ 

所有者の住所・氏名 

二戸市浄法寺町御山久保３３番地 

宗教法人 天台寺 

２ 

文化財の所在場所 

二戸市浄法寺町御山久保３５番地 

浄法寺歴史民俗資料館 

３ 

種別 
 有形文化財（歴史資料） 

４ 

名称 
 紙本墨書 天台寺本堂再興勧進帳 

５ 

員数 
 １巻 

6 

品質・形状 

  

（形状）巻子装、本紙紙数は９紙 

（品質・構造）料紙は楮紙、軸首は当初は金軸であったが、平成２９年度の修理

により紫檀頭切軸となる。 

（構造）紙本墨書 

７ 

寸法・重量 

（法量）縦 27.0㎝×横 324.0㎝（巻末補紙、軸を含む） 

   巻末補紙・軸法量－27.0㎝×22.5㎝ 

   本紙法量－27.0㎝×301.5㎝ 

    第１紙 28.7㎝ 第２紙 38.8㎝ 第３紙 38.8㎝ 

    第４紙 38.2㎝ 第５紙 35.8㎝ 第６紙 24.7㎝ 

    第７紙 20.3㎝ 第８紙 38.2㎝ 第９紙 38.0㎝  

 

（保存状態）平成２９年度に保存修理を施工し、現状は良好な状態にある。 

８ 

作者 
 榮澄（仮名海翁） 

９ 

時代又は年代 
 天正５年（１５７７）４月吉日との奥書あり 

10 

画讃・奥書・銘文等 
「武蔵所生真言沙門假名海翁」「實名榮澄（花押）」「此料帋浄蓮寺周光御合力

也」 

 ＊「料」は「米」偏に「斤」 

11 

伝来 
  平成２５年から平成３１年にかけて重要文化財天台寺本堂及び仁王門の保存

修理工事が行われ、その修理工事における半解体修理の最中に本資料が発見さ

れ、天台寺文書として伝来することとなった。 
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12 

その他 
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所見 

 勧進は社寺や仏像などの造立修補や経典刊行などのために、信者や有志にその

費用を寄進させ、仏縁を結ばせることをいい、その趣旨や目的を書いて寄付を

募るときに用いる文書のことを勧進帳という。 

 本資料は天正５年４月に「榮澄」という武蔵国出身の真言僧が記したもので、

その内容は、本堂の修理の必要性とそのための勧進を願う趣旨などとともに、

天台寺の由緒や仏像の由来、山号八葉山に関すること、正平２年の再興以降の

状況、正観音の功徳に関すること等が記されている。とりわけ、天台寺が神亀

５年（７２８）に聖武天皇の勅願を受けて行基が開山したと伝えられることが

記されており、明暦３年（１６５７）の「桂泉観音書上」（池本坊文書）等に見

られる「神亀五之年聖武皇帝御建立」という記述よりも８０年前に、同様の由

緒が記された資料とみることができる。これは天台寺が盛岡藩主南部重直によ

って現在の本堂と仁王門が造営される以前より、こうした伝承が伝えられてい

たことを示す意味でも意義深い。 

 また、正平２年（１３４７）に再興した本堂が天正５年現在の本堂であった

ことも記述されており、万治元年（１６５８）に建立された現在の本堂以前の

状況を伝える資料としても貴重である。同時代の関連する資料が残っていない

ため、現状ではこの勧進の結果として、どの程度の効果があったのか等その後

の状況については明らかではない。 

 作者榮澄は武蔵国出身の真言僧であるが、「三密の修行の次いで、此の国に

下り西門にて一年を送る」という縁で、この勧進帳をしたためたと思われる。

この時代にこの地域（浄法寺）を「西門（にしかど）」と呼んでいたことも確認

できる。また、この料紙は「浄蓮寺周光」の助けを得て作成した旨が末尾に記さ

れている。浄蓮寺は旧浄法寺町田屋に存在した寺院と伝えられるが、中世にお

ける資料は現在のところ確認されていない。近世に入ってからの資料によると、

延享２年（１７４５）の「浄法寺由緒」には元禄年間に浄蓮庵という寺があった

と伝えられており、浄蓮庵は一戸町の黄檗宗吉王寺の末寺で、「内史略」には一

時本山黄檗宗福聚山大慈寺の末寺として支配されていたと記されているが、管

見の限りでは榮澄に関して、これ以上の情報を知る資料を現在の状況では見い

だすことはできない。中世の勧進帳では作成者について「某沙門」「沙門」など

と記され、勧進僧の名を記さないケースが多いことを鑑みると、本資料はむし

ろ勧進帳を作成した人物の情報を少なからず伝えているとも言えよう。 

 勧進帳は鎌倉時代頃から盛んに作られるようになったといわれているが、現

存する勧進帳の類例は必ずしも多くはない。東北地方における中世の勧進帳に

ついては、自治体史等によれば本資料の他には山形県慈恩寺の金堂造営勧進状

（永正５年６月）などが知られている（山形県史 資料編 14 慈恩寺史料）。

なお、江戸時代後期になると文化９年（１８１２）の池本坊の勧化帳などが天

台寺に関わる勧進の資料としても現存しているが、東北における中世の勧進帳
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としては貴重な資料と考える。 

 本資料は中世後期における天台寺の縁起・由緒を伝える資料として価値が高

く、また東北地方では数少ない中世の勧進帳としても貴重である。  
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天台寺本堂再興勧進帳 第１紙 

天台寺本堂再興勧進帳 第２紙 



17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天台寺本堂再興勧進帳 第３紙 

天台寺本堂再興勧進帳 第４紙 
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天台寺本堂再興勧進帳 第５紙 

天台寺本堂再興勧進帳 第６紙 
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天台寺本堂再興勧進帳 第７紙 

天台寺本堂再興勧進帳 第８紙 
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天台寺本堂再興勧進帳 第９紙 
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二

其
所
住
一

、
漸
得
二
而 

純
熟
時
剋
一

、
行
基
菩
薩
神
亀 

五
年
始
二

念
佛
所
一

、
聖
武
天
皇 

号
二

御
願
所
一

、
構
二

仏
閣
於
一
宇
七
間
一
仁

、 

 
 

已 

儲
二

入
佛
軌
則
一

、
天
結
二

幡
盖

（
蓋
）

花
鬘
一
於 

 
 
 
 

」 

地
敷
二

綾
蘿
錦
繍
一

、
修
法
讀
経
言 

 
 

音
響
二

瓔
珞
羅
網
一

、
疑
二

天
人
妓 

楽
一

、 
 
 

加
之
、 

行
基
刻
二

彫
名
佛
一

、
峙
二

三
十
余
室
一

、 

 
 
 
 
 

況
復
、 

運
慶
造
二

作
二

（
仁
）

王
一

、
眼
勢
忿
怒
威 

惶
、
鬼
神
皺
レ

眉
、
開
山
成
就
趣
如
レ

斯
、 

 
 
 
 

従
尓
以
来 

山
名
二

八
葉
山
一

、
寺
号
二

天
台
寺
一

、 

 
 
 
 
 

視
夫 

大
堂
前
衆
徒
堅
二

三
九
六
坊
一

、
三
時 

法
則
未
レ

懈
、
天
長
地
久
御
願
圓
満 

乞
二

佛
力
一

、
後
平
等
大
會
、
薗
廣 

々
、
禽
獣
唱
二

三
密
一

自
樂
、
去
者
、
法 

花
如
レ

鳥
飛
レ

空
、
下
乃
至
自
然
出
二 

世
音
に
用
ふ
べ
し
、 
 

寔
ま
こ
と

是
に
こ
れ 

 

自
然

じ

ね

ん

涌
出
の
生
身
、
最
極
大
悲
の
心
地 

唯た
だ

此こ

の
一
尊
に
属
す
、
然

し
か
る

と
い
え
ど
も
、
当
機
の
契ち

ぎ

り 

無
き
に
よ
っ
て
暫

し
ば
ら

く
其そ

の
所
住
を
知
ら
ず
、
漸

よ
う
や

く 

純
熟
の
時
剋
を
得
て
、
行
基
菩
薩
神
亀 

五
年
念
仏
所
を
始は

じ

む
、
聖
武
天
皇
の 

御
願
所

ぎ
ょ
が
ん
し
ょ

と
号
し
、
仏
閣
を
一
宇
七
間
に
構
う
、 

 
 

已す
で
に 

 

入
仏
の
軌
則
を
儲も

う

け
、
天
に
幡
蓋
、
花
鬘
を
結
び 

地
に
綾
蘿
錦
繍

り
ょ
う
ら
ん
き
ん
し
ゅ
う

を
敷し

く
、
修
法
読
経
の
言
音 

瓔
珞
羅
網

ら

も

う

に
響ひ

び

き
、
天
人
の
妓
楽
に
疑

な
ぞ
ら

う
、 

 
 

 

加
之

し
か
し
の
み
な
ら
ず 

 
 
 

行
基
名
仏
を
刻
彫
し
、
三
十
余
室
に
峙そ

な

う
、 

 
 
 
 
 

况
復

い
わ
ん
や
ま
た 

 

運
慶
仁
王
を
造
作
す
、
眼
勢
忿
怒
威
惶
、 

鬼
神
眉
を
皺し

わ

む
、
開
山
成
就
の
趣

斯

お
も
む
き
か
く

の
如
し
、 

 
 

 
 

従
尓
以
来

そ
れ
よ
り
こ
の
か
た 

山
を
八
葉
山
と
名
づ
け
、
寺
を
天
台
寺
と
号
す 

 
 
 
 
 

視
夫

そ
れ
あ
お
ぎ
み
れ
ば 

 
 

大
堂
の
前
に
衆
徒
三
九
六
坊
を
竪た

て
、
三
時
の 

法
則

未

懈

い
ま
だ
お
こ
た
ら
ず

ず
、
天
長
地
久
御
願

ぎ
ょ
が
ん

円
満
の 

仏
力
を
乞こ

う
、
後
に
平
等
大
会
、
薗
広
々
、 

禽
獣

き
ん
じ
ゅ
う

三
密
を
唱と

な

え

自
み
ず
か
ら

楽
し
む
、
去
者

さ

ら

ば 

法
花
は
鳥
の
如
く
空
を
飛
び
、
下
は
乃
至

な

い

し

自
然
に 

（
擬
） 

(2) 
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妙
聲
説
一

、
左
方
高
山
垂
二

跡
権
現
一 

 
 
 
 
 

」 
和
光
衆
生
首
播
二

如
意
一

成
二

弁
徳 

用
一

、
右
谿
渇
仰
帰
、
仍
水
流
浮
二

真 

如
法
性
月
一

、
洗
二

信
前
邪
聚 

罪
垢
一

、
誠
此
山
者
八
葉
九
尊
質 

可
レ

謂
二

都
率
内
院
一

、
然
間
、
一
度
参 

詣
輩
、
在
世
撥
二

他
方
孽
蘖

（
孽
）

難
一

、
招
二 

懐
中
七
珎

（
珍
）

一

、
他
界
夕
頓
断
二

無 

始
間
隔
一

、
深
入
二

定
門
一

、 

 
 
 
 
 

方
今 

尋
二

再
興
時
代
一

、
正
平
二
年
假
巧 

匠
事
、
看
々
今
御
堂
是
也
、 

抑
陰
仏
日
西
天
雲
、
五
々
百
歳 

過
経
、
佛
法
貧
二

霊
領
一

、
仁
王
百
代 

終
謗
二

王
法
一

、
蔑
二

勅
命
一

、
豈
及
二

仏 

室
加
修
一

耶
、
肆
上
葺
随
レ

風
、
天
雨 

近
二

御
真
体
一

、
板
敷
朽
、
已
千
草
茂
二 

 
 
 
 

」 

室
内
一

、
爰
以
二

有
縁
聖
一

、
発
二

無
比
誓 

願
一

、
投
二

仍
身
一

国
家
普
勧
二

真
俗
一

、 

企
二

彼
堂
修
理
一

、 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

重
乞 

就
中
、
正
観
音
六
趣
随
一
、
人
道 

主
洏
二

一
切
衆
生
一

、
蓮
花
滴
消
二 

嗔
恚
炎
一

、
所
以
普
門
品
、 

 

妙
声
の
説
を
出
す
、
左
方
の
高
山
に
権
現
は
垂
跡
し
、 

和
光
の
衆
生
は
首
に
如
意
を
播し

き
徳
用
を
成
弁
す
、 

右
の
谿た

に

は
渇
仰
に
帰
す
、
仍
っ
て
水
の
流
れ
に
真
如 

法
性
の
月
を
浮
べ
、
信
前
の
邪
聚
の
罪ざ

い

垢く

を
洗
う
、 

誠
ま
こ
と

に
此こ

の
山
は
八
葉
九
尊
の
質も

と

、 

都
卒
の
内
院
と
謂い

い

つ
べ
し
、
然

間

し
か
る
あ
い
だ

、
一
度
参
詣
の

輩
と
も
が
ら

、 

在
世
に
は
他
方
の
孽
難

げ
つ
な
ん

を
揆の

ぞ

き
、
懐
中
に
七
珍
を
招
く
、 

他
界
の
夕

ゆ
う
べ

に
は

頓
ぬ
か
づ
き
て

無
始
の
間
隔
を
断だ

ん

じ
、 

深
く
定
門
に
入
る 

 
 
 
 
 

方
今

ま
さ
に
い
ま 

 

再
興
の
時
代
を
尋

た
ず
ね

る
に
、
正
平
二
年
仮
り
の
巧 

匠
の
事
、
看
々

よ
く
み
る
に

今
の
御
堂
是こ

れ

な
り
、 

抑そ
も
そ
も

陰
仏
の
日
、
西
天
の
雲
、
五
々
百
歳
を 

過（
経

経過
）

す
、
仏
法
霊
領
を
貪

む
さ
ぼ

り
、
仁
王
百
代 

終つ
い

に
王
法
を
謗そ

し

り
、
勅
命
を

蔑

な
い
が
し
ろ
に

す
、
豈あ

に

仏
室
の 

加
修
に
及
ぶ
耶や

、
肆つ

い

に
上う

わ

葺ぶ

き
風
に
随
い
、
天
雨 

御
真
体
に
近
づ
く
、
板
敷
は
朽く

ち
、
已す

で

に
千
草 

室
内
に
茂
る
、
爰こ

こ

に
有
縁
の
聖

ひ
じ
り

を
も
っ
て
、
無
比
の
誓
願
を
発お

こ

し
、 

仍
っ
て
身
を
投と

う

じ
て 

国
家
の
普

あ
ま
ね

く
真
俗
に
勧す

す

め
、
彼か

の
堂
の 

修
理
を
企

く
わ
だ

つ
、 

 
 

 
 

重

乞

か
さ
ね
て
こ
う 

 
 

就
中

な
か
ん
づ
く

、
正
観
音
は
六
趣
の
随
一
、
人
道
の
主
に
し
て
一
切
衆
生
を
洏

あ
た
た

め 

蓮
花
の
滴

し
ず
く

、
瞋
恚

し
ん
け
い

の
炎

ほ
の
お

を
消
す
、 

所
以

ゆ

え

ん

は
普
門
品
、 

(3) (4) 
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澍
二

甘
露
法
雨
一

、
滅
二

除
煩
悩
焔
一
矣

、 

 
 
 
 
 

如
何
況
、 

於
二

一
金
一
両
乃
至
一
紙
半
銭 

財
施
一

、
現
世
得
二

自
在
神
力
一

、
福
智 

保
如
レ

雲
、
命
期
乗
二

三
尊
紫
雲
一

、
授
二 

来
迎
御
手
一

、
勧
進
張

（
帳
）

趣
、
蓋
以
如
レ

斯
、 

 
 
 
 
 
 
 

本
願
沙
門
敬
白 

于
時
天
正
五
年 

四
月
吉
日 

  

雖
レ

埋
二

身
龍
門
原
上
土
一

、
留
二

筆
跡
一

、
待
二

三
會
暁
一

、 

奉
レ

皈（
寄

二

真進
）

一
巻
書
一

志
趣
者
、
大
慈
大
悲
蒙
二

利
生
一

、
二 

世
悉
地
為
レ

令
二

成
就
一

也
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

平
招
々
々
、
心
中
所
願
ヲ
叶
給
エ

、
譬
五
三
秊
短
命
也
ト 

モ
、
心
中
之
大
願
ヲ
令
二

成
就
一

給
而
已
、 

三
密
修
行
次
テ

、
此
國
下
西
門
ニ
テ

、
一
年
ヲ

送
、
一
代
ノ
折 

角
言
宣
不
レ

及
、 

  
 
 
 

武
蔵
所
生
真
言
沙
門
假
名
海
翁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

實
名
榮
澄
（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 

此
（
料
）

帋
（
紙
）

浄
蓮
寺
周
光
御
合
力
也
、 

」 

 

甘
露

か

ん

ろ

の
法
雨
を
澍そ

そ

ぎ
煩
悩
の
焔

ほ
の
お

を
滅
除
す
、 

 
 
 
 
 

如
何
況

い
か
に
い
わ
ん
や 
 

一
金
一
両
乃
至

な

い

し

一
紙
半
銭
の
財
施
に
お
い
て
は
、 

現
世
に
自
在
の
神
力
を
得
、
福
智
を
保
つ
こ
と 

雲
の
如ご

と

し
、
命め

い

期ご

に
は
三
尊
の
紫
雲
に
乗

じ
ょ
う

じ
て
、 

来
迎
の
御
手
に
授さ

ず

か
る
、
勧
進
帳
の
趣
、
蓋

け
だ
し

以
も
っ
て

斯か
く

の
如
し
、 

 
 
 
 
 
 
 

本
願
沙
門
敬
白

う
や
ま
っ
て
も
う
す 

 
 

時
に
天
正
五
年
丁

ひ
の
と

丑う
し

四
月
吉
日 

  

身
を
龍
門
原
上
の
土
に
埋
ず
む
と
い
え
ど
も
、
筆
跡
を
留
め
、
三
会

さ

ん

え

の
暁
を
待
つ
、 

一
巻
の
書
を
帰
真
（
寄
進
カ
）
し
奉
る
志
趣
は
、
大
慈
大
悲
の
利
生
を
蒙
り
、
二 

世
の
悉
地
を
成
就
せ
し
め
ん
が
た
め
な
り
、 

平ひ

ら
に
招も

と

む
、
平
ら
に
招
む
、
心
中
の
所
願
を
叶か

な

え
給
え
、
譬

た
と
え

五
三
秊

（
年
）

短
命
な
り 

と
も
、
心
中
の
大
願
を
成
就
せ
し
め
給
う
の
み
、 

三
密
の
修
行
の
次つ

い

で
、
此こ

の
国
に
下
り
西
門

に
し
か
ど

に
て
一
年
を
送
る
、
一
代
の
折せ

っ

角か
く

、 

言い
い

宣
の
ぶ
る 

及お
よ

ば
ず
、 

 

武
蔵
の
所
生
、
真
言
沙
門
、
仮
名
海
翁 

実
名 

榮
澄
（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

此
料
紙
は
浄
蓮
寺
周
光
の
御
合
力
な
り 

 

菅
野
澄
順
「
天
台
寺
本
堂
再
興
勧
進
帳
」『
論
集
』
第
４
号 

 

（
中
尊
寺
仏
教
文
化
研
究
所 

平
成 

 

年
）
に
拠
る 

丑丁 

け
い
び
ゃ
く 

(5) (6) 

29 
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岩 手 県 文 化 財 保 護 審 議 会 条 例 
昭和５１年３月２６日  
条 例 第 ４ ５ 号 

最終改正 平成１７年３月２８日条例第４２号  
（設置） 

第１条 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１９０条第１項の規定に基づき、

岩手県文化財保護審議会（以下「審議会」という。）を置く。  
 （組織） 
第２条 審議会は、委員１６人以内をもって組織する。  
２ 委員は、文化財に関し学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから教育委

員会が任命する。 
（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。  
（会長及び副会長）  

第４条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選とする。  
２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。  
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 
（会議） 

第５条 審議会は、教育委員会が招集する。  
２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。  
３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 
（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。  
（補則） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 
 
   附 則 
１ この条例は、昭和５１年４月１日から施行する。  
２ 文化財専門委員設置条例（昭和３２年岩手県条例第４６号）は、廃止する。  
   附 則（昭和５８年３月１５日条例第１９号）  
この条例は、公布の日から施行する。  

   附 則（平成１７年３月２８日条例第４２号）  
この条例は、平成１７年４月１日から施行する。  
 

文化財保護法（抜粋） 
（地方文化財保護審議会） 

第百九十条 都道府県及び市町村（いずれも特定地方公共団体であるものを除く。）の教

育委員会に、文化財に関して優れた識見を有する者により構成される地方文化財保護審

議会を置くことができる。 

２ 特定地方公共団体に、条例の定めるところにより、地方文化財保護審議会を置くもの

とする。 

３ 地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、文化財

の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して、

当該都道府県又は市町村の教育委員会に建議する。 

４ 地方文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 
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岩手県文化財保護審議会運営規程 
 

（趣旨） 
第１条 この規程は、岩手県文化財保護審議会条例（昭和５１年岩手県条例第４５

号）第７条の規定に基づき、岩手県文化財保護審議会（以下「審議会」という。）

の運営に関し必要な事項を定めるものとする。  
（委員以外の者の出席） 

第２条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、

意見を述べ、又は説明をさせることができる。  
（部会） 

第３条 教育委員会から文化財の保存及び活用に関する重要事項に係る諮問を受け

た場合において、審議会が必要があると認めるときは、次に掲げる部会により、

専門的事項について調査研究することができる。  
 

名  称 調 査 研 究 事 項 
第 １ 部 会 有形文化財に関する事項 
第 ２ 部 会 史跡及び埋蔵文化財に関する事項  
第 ３ 部 会 史跡以外の記念物に関する事項  
第 ４ 部 会 無形文化財及び民俗文化財に関する事項  

 
第４条 部会に属すべき委員は、会長が指名する。  
２ 部会に部会長を置き、部会に属する委員（以下「部会員」という。）の互選とす

る。 
３ 部会長は、部会の事務を総理し、部会の議長となる。  
４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会員のうちから部会

長があらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。  
（報告） 

第５条 部会長は、部会における調査研究の結果を審議会に報告するものとする。  
   附 則  
（施行期日）  
この規程は、昭和５１年５月２０日から施行する。  
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岩手県指定文化財の指定・選定又は認定の基準  

 

第１ 有形文化財指定基準 

 

 絵画、彫刻、工芸品の部 

  １ 各時代の遺品のうち、製作優秀で県の文化史上貴重なもの。 

  ２ 県の絵画史上、彫刻史上又は工芸史上特に意義のある資料となるもの。 

  ３ 題材、品質、形状、技法又は用途等の点で顕著な特異性を示すもの。 

  ４ 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの。 

  ５ 渡来品で県の文化にとって特に意義のあるもの。 

  

 書跡、典籍の部 

  １ 書跡類は、宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等で、県の書道史上の代表

と認められるもの又は県の文化史上貴重なもの。 

  ２ 典籍類のうち、写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる

写本で県の文化史上貴重なもの。 

  ３ 典籍類のうち、版本類は、印刷史上の代表で県の文化史上貴重なもの。 

  ４ 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いも

の。 

  ５ 渡来品で県の文化にとって特に意義のあるもの。 

  

 古文書の部 

  １ 古文書類は、県の歴史上重要と認められるもの。 

  ２ 日記、記録類（絵図、系図類を含む。）は、その原本又はこれに準ずる写本で

県の文化史上貴重なもの。 

  ３ 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの。 

  ４ 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し学術的価値

の高いもの。 

  ５ 渡来品で県の歴史上特に意義のあるもの。 

 

 考古資料の部 

  １ 土器、石器、木器、骨角牙器、玉その他縄文時代、弥生時代及びそれ以前の遺

物で学術的価値の特に高いもの。 

  ２ 古墳の出土品その他古墳時代の遺物で学術的価値の特に高いもの。 

  ３ 官衙、寺院跡、墓、経塚等の出土品その他飛鳥・奈良時代以後の遺物で学術的

価値の特に高いもの。 

  ４ 渡来品で県の歴史上意義が深くかつ学術的価値の特に高いもの。 
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 歴史資料の部 

  １ 政治、経済、社会、文化等県の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺

品のうち学術的価値の特に高いもの。 

  ２ 県の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの。 

  ３ 県の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で、歴史的又は系統的にまとまっ

て伝存し、学術的価値の高いもの。 

  ４ 渡来品で県の歴史上意義が深くかつ学術的価値の特に高いもの。 

 

 建造物の部 

   建築物（社寺、城郭、住宅、公共施設等）及びその他の工作物（橋梁石 

塔、鳥居等）の各時代建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、 

仏壇等で建築的技法になるもののうち次の各号の一に該当するもの。 

   (1) 意匠的に優秀なもの。 

   (2) 技術的に優秀なもの。 

   (3) 歴史的価値の高いもの。 

   (4) 学術的価値の高いもの。 

   (5) 流派的又は地方的特色において顕著なもの。 

 

第２ 無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準 

 

  無形文化財指定基準 

  

 芸能関係 

  １ 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの。 

   (1) 芸能上特に価値の高いもの。 

   (2) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの。 

   (3) 芸能上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ地方的又は流派

的特色が顕著なもの。 

  ２ 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの。 

 

 工芸技術関係 

   陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号の一に該当す 

るもの。 

   (1) 芸術上特に価値の高いもの。 

   (2) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの。 

   (3) 芸能上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ地方的特 

色が顕著なもの。 
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無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準 

 

 芸能関係 

 

保持者 

１ 県の無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法（以下「芸能又は技 

法」という。）を高度に体現できるもの。 

２ 芸能又は技法を正しく体得し、かつこれに精通している者。 

３ 2人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合 

において、これらの者が構成している団体の構成員。 

 

  保持団体 

   芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ当該芸能又は技法を保持する者が

多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体。 

 

工芸技術関係 

 

  保持者 

  １ 県の無形文化財に指定される工芸技術（以下「工芸技術」という。）を高度に

体現できる者。 

  ２ 工芸技術を正しく体得し、かつこれに精通している者。 

  ３ 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合におい

て、これらの者が構成している団体の構成員。 

 

  保持団体 

   工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ当該工芸技術を保持する者が 

多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体。 

 

第３ 有形民俗文化財指定基準 

 

 １ 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等におい 

て県の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの。 

(1) 衣食住に用いられるもの 

  例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等 

(2) 生産、生業に用いられるもの 

  例えば、農具、漁猟、工匠用具、紡織用具、作業場等 

(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの 

  例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等 
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(4) 交易に用いられるもの 

  例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等 

(5) 社会生活に用いられるもの 

  例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等 

(6) 信仰に用いられるもの 

  例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等 

(7) 民俗知識に関して用いられるもの 

  例えば、暦類、ト占用具、医療具、教育施設等 

(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 

  例えば、衣装、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等 

(9) 人の一生に関して用いられるもの 

  例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋用具等 

(10) 年中行事に用いられるもの 

  例えば、正月用具、節句用具、盆用具等 

 

 ２ 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集で、その目的、内容等が次の各号の一

に該当し、特に重要なもの。 

  (1) 歴史的変遷を示すもの。 

  (2) 時代的特色を示すもの。 

  (3) 地域的特色を示すもの。 

  (4) 生活階層の特色を示すもの。 

  (5) 職能の様相を示すもの。 

 

第 4 無形民俗文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定基準 

 

  無形民俗文化財指定基準 

 

  1 風俗慣習のうち、次の各号の一に該当し、特に重要なもの。 

   (1) 由来、内容等において県民の基盤的な生活文化の特色を示すもので 

典型的なもの。 

  (2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すも 

の。 

 

 ２ 民俗芸能のうち、次の各号の一に該当し、特に重要なもの。 

  (1) 芸能の発生又は成立を示すもの。 

  (2) 芸能の変遷の過程を示すもの。 

  (3) 地域的特色を示すもの。 
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 無形民俗文化財の保持者又は保持団体の認定基準 

 

 保持者 

   県の無形民俗文化財に指定される技術又は技能を正しく体得し、かつこれに精

通している者。 

 

 保持団体 

   芸能又は技法の性格上、個人的特色が薄く、かつ当該芸能又は当該技法を保持

する者が多数いる場合においてこれらの者が主たる構成員となっている団体。 

 

第５ 史跡名勝天然記念物指定基準 

 史 跡 

   次に掲げるもののうち県の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、

その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値のあるもの。 

  １ 貝塚、遺物包含地、住居跡（竪穴住居跡、敷石住居跡、洞穴住居跡等）古墳、

神籠石その他この類の遺跡 

  ２ 城柵、館跡、官衙跡、城跡、古戦場その他政治に関する遺跡 

  ３ 社寺の跡又は旧境内、経塚、磨崖仏その他祭祀信仰に関する遺跡 

  ４ 藩学、郷学、私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡 

  ５ 薬園跡、慈善施設その他社会事業に関する遺跡 

  ６ 関跡、一里塚、並木街道、条里制跡、堤防、窯跡、市場跡その他産業交通土

木に関する遺跡 

  ７ 墳墓並びに碑 

  ８ 旧宅、園池、井泉、樹石及び特に由緒ある地域の類 

 

 名 勝 

   次に掲げるもののうち県のすぐれた県土美として欠くことのできない 

ものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、 

名所的あるいは学術的価値の高いものまた人文的なものにおいては、芸 

術的あるいは学術的価値の高いもの。 

１ 公園、庭園 

２ 橋梁、築堤 

３ 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所 

４ 鳥獣、魚虫などの生息する場所 

５ 岩石、洞穴 

６ 峡谷、瀑布、渓流、深渕 

７ 湖沼、湿原、浮島、湧泉 

８ 海浜、島嶼 
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９ 火山、温泉 

10 山岳、丘陵、高原、平原、河川 

11 展望地点 

 

  天然記念物 

    次に掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、県の自然を記 

念するもの。 

   １ 動物 

    (1) 県特有の動物で著名なもの及びその生息地 

    (2) 特有の産ではないが、県著名の動物としてその保存を必要とする 

もの及びその生息地  

    (3) 自然現象における特有の動物又は動物群聚 

    (4) 県に特有な畜養動物 

    (5) 特に貴重な動物の標本 

   ２ 植物 

    (1) 名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、社叢 

    (2) 代表的原始林、稀有の森林植物相 

    (3) 代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落 

    (4) 代表的な原野植物群落 

    (5) 海岸及び砂地植物群落の代表的なもの 

    (6) 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの 

    (7) 洞穴に自生する植物群落 

    (8) 池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、蘚苔類、微 

生物等の生ずる地域 

    (9) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木 

    (10) 著しい植物分布の限界地 

    (11) 著しい栽培植物の自生地 

   (12) 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地 

  ３ 地質鉱物 

   (1) 岩石、鉱物及び化石の産出状態 

   (2) 地層の整合及び不整合 

   (3) 地層の褶曲及び衡上 

   (4) 生物の働きによる地質現象 

   (5) 地震断層など地塊運動に関する現象 

   (6) 洞穴 

   (7) 岩石の組織 

   (8) 温泉並びにその沈殿物 

   (9) 風化及び侵食に関する現象 
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   (10) 硫気孔及び火山活動によるもの 

   (11) 氷雪霜の営力による現象 

   (12) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本 

  ４ 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域 

 

第６ 選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定の基準 

 

 選定保存技術の選定基準 

 

 １ 有形文化財等関係 

  (1) 有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物の保存のために欠くことのでき

ない伝統的な技術又は技能のうち、修理、復旧、復元、模写、模造等に係る

もの（次項において「有形文化財等の修理等の技術等」という。)で保存の措

置を講ずる必要があるもの。 

  (2) 有形文化財等の修理等の技術等の表現に欠くことのできない材料の生産、

製造等又は用具の製作、修理等の技術又は技能で保存の措を講ずる必要があ

るもの。 

 

 ２ 無形文化財等関係 

    無形文化財又は無形の民俗文化財の保存のために欠くことのできない 

伝統的な技術又は技能のうち、芸能、芸能の技法若しくは工芸技術又は 

民俗芸能の表現に欠くことのできない用具の製作、修理等又は材料の生 

産、製造等の技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの。 

 

選定保存技術の保持者又は保持団体の認定基準 

 

  保持者 

   県の選定保存技術に選定される技術又は技能を正しく体得し、かつこれ 

に精通しているもの。 

 

  保存団体 

   県の選定保存技術に選定される技術又は技能を保存することを主たる 

目的とする団体(財団も含む。）で当該技術又は技能の保存上適当と認め 

られる事業を行うもの。 
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年度 種　　類 名　　　　　　　　称 指定年月日 市町村名

彫　刻
木造十一面観音立像
　附胎内仏・木造僧形立像

24.11.13 釜石市

無形民俗文化財 一戸の山伏神楽 24.11.13 一戸町

古文書 軽邑耕作鈔及び遺言 25.04.05 軽米町

工芸品 南部家伝来提帯 25.04.05 盛岡市

無形民俗文化財 布佐神楽 25.04.05 一関市

無形民俗文化財 門中組虎舞 25.04.05 大船渡市

無形民俗文化財 南部藩壽松院年行司支配太神楽 25.04.05 釜石市

考古資料 徳丹城跡出土品 25.11.05 矢巾町

歴史資料 大槻家旧蔵板木 25.11.05 一関市

有形民俗文化財 姉体庚申塔（寛永十二年銘） 25.11.05 奥州市

史　跡 湯舟沢環状列石 25.11.05 滝沢市

工芸品 南部家伝来具足下着 26.04.22 盛岡市

工芸品 長胴太鼓 26.04.22 二戸市

無形民俗文化財 駒木鹿子踊り 26.04.22 遠野市

無形民俗文化財 長野獅子踊り 26.04.22 遠野市

無形民俗文化財 板澤しし踊り 26.04.22 遠野市

考古資料 渥美　灰釉壺 26.11.07 盛岡市

古文書
嘉永六年盛岡藩三閉伊通百姓一揆畠山家文
書 附 三重箱

27.04.07 田野畑村

無形民俗文化財 犬吠森念仏剣舞 27.04.07 紫波町

彫　刻 木造六臂十一面観音菩薩立像 27.11.06 陸前高田市

彫　刻 木造天部形立像（伝毘沙門天） 27.11.06 陸前高田市

彫　刻 木造観音菩薩立像（伝虚空蔵菩薩） 27.11.06 陸前高田市

彫　刻 木造十一面観音菩薩立像 27.11.06 陸前高田市

工芸品 時鐘　南部盛岡城楼鐘 27.11.06 花巻市

工芸品 時鐘　奥州路磐手郡盛岡県城北更鐘 27.11.06 盛岡市

工芸品 木造十一面観音菩薩坐像御正躰 28.04.15 陸前高田市

古文書 盛岡藩北家御次留書帳 28.09.06 花巻市

工芸品 白檀塗合子形兜 29.4.7 盛岡市

歴史資料 鞍迫観音堂算額 29.4.7 遠野市

無形民俗文化財 大原水かけ祭り 29.4.7 一関市

無形民俗文化財 大宮神楽 29.4.7 盛岡市

彫　刻 木造不動明王立像 29.11.14 一関市

彫　刻 木造阿弥陀如来立像 29.11.14 一関市

絵　画 紙本著色　刀八毘沙門天画像 30.4.13 平泉町

古文書 原敬日記　附　絶筆メモ及び本箱 30.4.13 盛岡市

無形民俗文化財 早池峰岳流　浮田神楽 30.4.13 花巻市

天然記念物 折爪岳のヒメボタル生息地 30.4.13 岩手県・二戸市・軽米町・九戸村

無形民俗文化財 板用肩怒剣舞 30.12．7 大船渡市

建造物 本宮観音堂　附　厨子 31.4.16 金ケ崎町

彫刻 木造観音菩薩立像（伝十一面観音） 31.4.16 遠野市

工芸品 金銅聖観音菩薩坐像御正躰 31.4.16 遠野市

彫刻 木造虚空蔵菩薩坐像 2.4.7 宮古市

考古資料 長倉Ⅰ遺跡出土品 2.4.7 軽米町

無形民俗文化財 八木巻神楽 2.4.7 花巻市

無形民俗文化財 田代念佛剣舞保存 2.11.13 宮古市

無形民俗文化財
八木巻神楽　附　安政六年銘　獅子頭権現幕
　　　　　　　　獅子頭２頭
　　　　　　　　明治三十三年銘神楽衣装(千早)

2.11.27
（追加指定）

花巻市

建造物 旧紫波郡役所庁舎 3.4.9 紫波町

有形民俗文化財 盛岡藩操座元鈴江四郎兵衛関係資料 4.4.8 盛岡市

無形民俗文化財 南日詰大神楽 4.4.8 紫波町

史跡 久慈城跡 4.4.8 久慈市

３

２

３１

過去１０年間における文化財指定物件一覧

２６

２５

２４

３０

２９

２８

２７
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年度
回

種別 建
造
物

絵
　
画

彫
　
刻

工
芸
品

書
　
籍

典
　
籍

古
文
書

考
古
資
料

歴
史
資
料

有
形
民
俗
文
化
財

無
形
民
俗
文
化
財

史
　
跡

名
　
勝

天
然
記
念
物

名
勝
・
天
然
記
念
物

第１回 1 1 2

第２回 1 1 3 5

第１回 1 1 1 1 4

第２回 2 3 5

第１回 1 1

第２回 1 1 2

第１回 4 2 6

第２回 1 1

第１回 1 1

第２回 1 1 2 4

第１回 2 2

第２回 1 1 1 1 4

第１回 1 1

第２回 1 1 1 3

第１回 0

第２回 1 1 1 3

第１回 2 2

第２回 1 1

第１回 0

第２回 1 1 1 3

2 1 9 8 0 0 4 4 1 0 1 15 1 0 1 0

過去１０年間における種別毎文化財指定件数一覧

民俗

合
　
　
　
　
計

記　念　物有　形　文　化　財

無
形
文
化
財

合　　計 50

２６ 3

２９ 6

２８ 5

２ 3

３１
元

3

３ 3

３０ 4

２７ 7

２４ 7

２５ 9
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